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はじめに 

 

○ お子さんに、次のようなことはありませんか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1特別支援教室って？ 

  特別支援教室では、教科の補充をするのではなく、お子さんの障害や特性に

よる学習上・生活上の困難さの改善や、克服をすることを目的とした自立活動

の指導を行います。 

在籍学級におけるつまずきへの指導・支援の工夫が進むことで、有意義な学

校生活を送ることができるようになることを目指しています。  

  

２ どんな子供が対象ですか？ 

  通常の学級に在籍する児童で、知的障害のない自閉症・情緒障害・学習障害・

注意欠陥多動性障害やその疑い・傾向があり、通常の学級での学習におおむね

参加でき、一部特別な指導を必要とするお子さんが対象となります。 

  在籍学級から校内の特別支援教室へ移動して、それぞれのお子さんに必要な

時数、お子さんに合わせた指導を行います。 

・急に予定が変わったり、初めての場所に行ったりすると不安になり、落ち着きが

なくなってしまうことがある。 

・友達と話しているときに、自分のことばかり話してしまい、止められなくなるこ

とがある。 

・自分の気持ちを、言葉で表現することが、苦手である。 

・頻繁に大事な予定を忘れたり、忘れ物をしたりする。 

・物の管理や整理・整頓が苦手である。 

・文字の読み書きが苦手であるため、作文や漢字の書き取り、宿題に時間がかかっ

てしまう。 



３ どんな指導をしているの？ 

  

例）友達と一緒に、ゲームや学習を楽しみながら、友達とのかかわり方や、 

   その場に応じた言葉のやりとりや生活に役立つルール等を学びます。 

例）体育館などで、体を動かすことで、体のバランスを整えたり、友達と一緒   

にルールを守って活動する楽しさを学んだりします。 

例）自分に合った学習方法について学びます。       

 

 

                     

特別支援教室の利用について 

 
①お子さんの様子について、学級担任、特別支援教育コーディネーターにご相談くだ

さい。 

②特別支援教室の巡回指導教員や臨床発達心理士などが、お子さんの学級の様子を観

察します。 

③お子さんの抱える困難さの状況や、支援する内容について校内委員会で相談します。 

④校内委員会にて検討され、必要に応じて特別支援教室の見学や体験等をしていただ

きます。 

⑤入室申請書を、ご提出いただきます。 

⑥市の特別支援教室利用判定会で、入室について検討され、入室が決まります。 

※ 入室に至るまで時間を要することがありますのでご了承ください。 

   ※  入室審査の結果、利用が認められないこともあります。 

 

☆ いつでも、ご相談ください。 

東久留米市立第六小学校 ℡. ０４２－４７１―５３７０ 

すずらん直通 ℡．０４２－４７７－８８９１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お子さん一人一人の生活上や学習上の困難さを改善するためには、 

特別支援教室での特別な指導だけではなく、在籍学級や家庭と連携した

継続的な指導が重要です。 

 

 


